
 香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和７年１２月２６日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

香芝市規則第６８号 

   香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

 香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成１１年規則第２号

）の一部を次のように改正する。 

 第４条の見出し中「一般廃棄物」を「し尿等」に改め、同条中「申出は」を

「申出のうち」に、「、し尿収集運搬申込書」を「し尿収集運搬申込書」に、

「浄化槽の」を「一般家庭の浄化槽」に、「、浄化槽汚泥」を「浄化槽汚泥」

に改める。 

 第７条第１項中「の各号」を削り、同項第４号中「役員の名簿及び」を「そ

の代表者の」に改め、同項第６号中「従業員名簿」を「事業主、役員及び従業

員名簿」に改め、同項第８号中「保管場所、積替場所」を「保管の場所、積替

えの場所」に改める。 

 第１０条第１項及び第３項中「を市長」を「に必要な書類を添えて市長」に

改め、同条第４項中「前項の許可申請事項変更届を」を「許可申請事項変更届

（第１５号様式）に必要な書類を添えて」に改める。 

 第１号様式から第４号様式までを次のように改める。 



第１号様式（第４条関係） 

 

し尿収集運搬申込書 

申 込 年 月 日 年    月    日 

住 所 香芝市 

フ リ ガ ナ  

氏 名 

（法人にあっては、 
名称及び代表者氏名） 

 

電 話 番 号  

区 分 □ 一般家庭 □ 事業所 

開 始 年 月 年    月 

業 者  

地 図  

備

考 

 

処

理 

台 帳 作 成 

 
 

備考 

 １ 広報紙等でし尿の収集運搬の日程を掲載しますが、作業の状態により数

日前後する場合があります。それ以外の日にし尿の収集運搬を希望される

と臨時の取扱いになり、２に掲げる料金に臨時料金の２，５００円が加算

されますので、あらかじめ御了承ください。 

 ２ し尿の収集運搬の手数料は、一般家庭の場合にあっては基本料金４２０

円＋１０リットルにつき７０円、事業所の場合にあっては１０リットルに

つき９０円です。 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

浄化槽汚泥、スカム等収集運搬（浄化槽清掃）申込書 

申 込 年 月 日 年    月    日 

住 所 香芝市 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

電 話 番 号   

開 始 年 月 年    月 

業 者  

地 図  

備

考 

 

処

理 
台 帳 作 成 

 
 

備考 

 １ 浄化槽の設置場所及び通路には物を放置しないでください。 

 ２ 浄化槽汚泥、スカム等の収集運搬（浄化槽清掃）時には浄化槽まで届く

水道ホースを準備してください。 

 ３ 広報紙等で浄化槽一斉清掃の日程を掲載しますが、作業の状態により数

日前後する場合があります。 

   なお、訪問時に不在の場合は、浄化槽清掃ができません。不在で浄化槽

清掃ができなかった場合は、翌月の月初めに業者へ連絡し、「予備の日」

に申込みをしてください。 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

手数料の減免申請書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

  香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１７条の規定により、下記のとおり

一般廃棄物処理手数料（し尿の収集及び運搬又は動物の死体処理）の減免を申請し

ます。 

 

記 

 

  理由 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  

 



第４号様式（第７条関係） 

 

一般廃棄物収集運搬業（変更）許可申請書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
□ 第 ７ 条 第 １ 項 

の規定により、 
□ 第７条の２第１項 

 

 □ 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

 □ 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥に限る。）          

 □ 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

 

 の（□ 事業範囲の変更の）許可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。



 第７号様式を次のように改める。



第７号様式（第７条関係） 

事 業 主 、 役 員 及 び 従 業 員 名 簿 

氏 名 現 住 所 生 年 月 日 区 分 職 種 

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

 

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

     年  月  日 

□事 業 主 

□役 員 

□正 社 員 

□臨時社員 

  

 備考 
  １ 区分の欄は、該当するものにチェックしてください。 
  ２ 職種の欄には、事務員（契約、集金又は一般）、運転手又は作業員の職種を記入してく

ださい。 
  ３ 運転手の方は、運転免許証の写しを添付してください。 
  ４ 行が不足する場合は、適宜追加してください。 

 



 第１０号様式から第２２号様式までを次のように改める。 



第１０号様式（第７条関係） 

 

浄化槽清掃業許可申請書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

  浄化槽法第３５条第１項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けたいので、関

係書類を添えて申請します。 

 



第１１号様式（第９条関係） 
 

香芝市指令 第    号 

 

許可証 

 

 住   所 

 氏   名 

 

      年  月  日付けであった 
 

 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

の 

 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。

） 

 浄化槽清掃業 
 

（事業範囲の変更の）許可の申請については、次の条件を付けて許可します。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  

 

 

 １ 許可の有効期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

 ２ 取扱廃棄物の種類 

 

 ３ 区 域 

 

 ４ その他必要な事項 
 

 
 （教示） 
 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 
 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市を代表する者
は、香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、
上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決
があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査
請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を
することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由
があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す
る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ
とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



第１２号様式（第９条関係） 
 

香芝市指令 第    号 

 

不許可書 

 

 住   所 

 氏   名 

 

      年  月  日付けであった 

 

 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

の 

 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。

） 

 浄化槽清掃業 

 

（事業範囲の変更の）許可の申請については、許可しません。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  

 

 不許可の理由 

 

 

 

 

 （教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市

を代表する者は、香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に

は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 



第１３号様式（第１０条関係） 
 

許可申請事項変更承認申請書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

      年  月  日付け香芝市指令 第  号により許可を受けた 

 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

□ 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

 

 の許可申請書及びその添付書類の記載事項について、下記のとおり変更したいので、

香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１０条第１項の規定により申

請します。 

 

記 

 

事 項 変 更 内 容 変 更 理 由 

  
前   

  
後   

  
前   

  
後   

  
前   

  
後   

以 上  

 

 備考 上記内容に必要な書類を添付してください。 



第１４号様式（第１０条関係） 

 

香芝市指令 第    号 

 

許可申請事項変更承認書 

 

 住   所 

 氏   名 

 

      年  月  日付けであった許可申請事項変更承認の申請については、

    年  月  日付け香芝市指令 第  号の許可条件により申請のとおり

承認します。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  



第１５号様式（第１０条関係） 

 
許可申請事項変更届 

 

年  月  日  

 香芝市長 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                      

 

      年  月  日付け香芝市指令 第  号により許可を受けた 

 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

□ 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

□ 浄化槽清掃業 

 

 の許可申請書及びその添付書類の記載事項について、下記のとおり変更が生じまし 

 

たので、香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１０条 
□ 第３項 

□ 第４項 

 

 の規定により届け出ます。 
 

記 
 

事 項 変 更 内 容 変 更 理 由 

  
前   

  
後   

  
前   

  
後   

  
前   

  
後   

以 上  

 
 備考 上記内容に必要な書類を添付してください。 



第１６号様式（第１１条関係） 

 

届出書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

 次のとおり 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

□ 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

□ 浄化槽清掃業 

 

の 
 □ 全部 

を 
□ 休止 

しましたので、香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行 
 □ 一部 □ 廃止 

 

 規則第１１条の規定により届け出ます。 

 

 

１  
休 止 

の年月日 年  月  日 
廃 止 

 

 ２ 事 業 の 範 囲 

 

 ３ 理 由 



第１７号様式（第１２条関係） 

 
香芝市達 第    号 

 

許可取消書 

 

 住   所 

 氏   名 

 

      年  月  日付け香芝市指令 第  号で許可した 

 

 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

は、 
 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

 浄化槽清掃業 

 

 香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１２条の規定により、次の理

由により許可を取り消します。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  

 

 取消しの理由 

 

 

 

 

 
 （教示） 
 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 
 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市
を代表する者は、香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること
ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内
に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 



第１８号様式（第１２条関係） 
 

香芝市達 第    号 

 

業務停止命令書 

 

 住   所 

 氏   名 

 

      年  月  日付け香芝市指令 第  号で許可した 

 

 一般廃棄物収集運搬業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。） 

は、香芝 
 一般廃棄物収集運搬業（し尿又は浄化槽汚泥に限る。） 

 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

 浄化槽清掃業 

 

 市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１２条の規定により、次のとおり業務の

停止を命じます。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  

 

 １ 停止を命ずる事項 

 

 

 ２ 停 止 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

 

 ３ 停止を命ずる理由 

 

 

 （教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市を代表する者

は、香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、

上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由

があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



第１９号様式（第１３条関係） 

 

許可証再交付申請書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

  香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１３条第２項の規定により、 

 

下記のとおり 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿・浄化槽汚泥を除く。） 

□ 一般廃棄物収集運搬業（し尿・浄化槽汚泥に限る。） 

□ 一般廃棄物運搬業（王寺町の区域で収集した一般廃棄物の積卸しに限る。） 

□ 浄化槽清掃業 

 

 の許可証の再交付を申請します。 

 

記 

 

 １ 許可年月日及び番号     年  月  日 

             香芝市指令 第    号 

 

 ２ 紛 失 等 の 年 月 日      年  月  日 

 

 ３ 紛 失 等 の 理 由 

 

以 上  

 備考 許可証を毀損し、又は汚損した場合には、その許可証を添付してください。



第２０号様式（第１４条関係） 

 

実績報告書 

年  月  日  

 香芝市長 

 

 

住   所                     

氏   名                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電 話 番 号                     

 

      年  月分の業務実績について、香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する

条例施行規則第１４条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 業務実績 

  ⑴ 取 扱 廃 棄 物 の 種 類 

  ⑵ １ 月 当 た り の 稼 働 日 数   日 

  ⑶ １ 月 当 た り の 処 理 戸 数   戸（計画処理戸数   戸） 

  ⑷ １月当たりの稼働延べ車両台数   台（保有車両台数   台） 

  ⑸ １ 月 当 た り の 延 べ 作 業 人 員   人（作 業 人 員   人） 

  ⑹ １ 月 当 た り の 収 集 運 搬 量   t 

 

 ２ 添付書類 

  業務実績表（別紙） 

 

以 上  



（別紙） 

業務実績表（    年  月分） 

 

排 出 者 の 住 所 又 は 所 在 地 

及 び 氏 名 又 は 名 称 
廃 棄 物 の 種 類 

収 集 運 搬 量

(t／月) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計   

 



第２１号様式（第１５条関係） 

 

香芝市達 第    号 

 

改善命令書 

 

 住   所 

 氏   名 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条の３の規定により、必要な措置を講

ずるよう次のように命じます。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  

 

 

 １ 状 況 

 

 

 ２ 必要な措置 

 

 

 ３ 履 行 期 限      年  月  日 

 

 

 （教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市

を代表する者は香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することが

できます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、そ

の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に

提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に

は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 

 



第２２号様式（第１６条関係） 

 

香芝市達 第    号 

 

措置命令書 

 

 住   所 

 氏   名 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条の４第１項の規定により、必要な措

置を講ずるよう次のように命じます。 

 

      年  月  日 

 

 

香芝市長          印  

 

 

 １ 状 況 

 

 

 ２ 必要な措置 

 

 

 ３ 履 行 期 限      年  月  日 

 

 

 （教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市

を代表する者は、香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に

は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


